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(57)【要約】
【課題】本明細書では、高圧タンクの表面平滑性を向上
させる。
【解決手段】高圧タンクは、ライナーと、第１熱硬化性
樹脂と繊維とを有し、前記ライナー上に形成される補強
層と、前記第１熱硬化性樹脂よりもゲル化温度が低い第
２熱硬化性樹脂を有し、前記補強層上に形成される保護
層と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧タンクであって、
　ライナーと、
　第１熱硬化性樹脂と繊維とを有し、前記ライナー上に形成される補強層と、
　前記第１熱硬化性樹脂よりもゲル化温度が低い第２熱硬化性樹脂を有し、前記補強層上
に形成される保護層と、
　を備える、高圧タンク。
【請求項２】
　請求項１に記載の高圧タンクであって、
　前記保護層は、繊維を有する、高圧タンク。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の高圧タンクの製造方法であって、
　（Ａ）前記第１熱硬化性樹脂と、前記繊維とを含み、前記第１熱硬化性樹脂が未硬化で
ある、第１熱硬化性樹脂未硬化層を、前記ライナー上に形成する工程と、
　（Ｂ）第１熱硬化性樹脂未硬化層の表面に、未硬化の前記第２熱硬化性樹脂を含む第２
熱硬化性樹脂未硬化層を形成する工程と、
　（Ｃ）前記工程（Ｂ）の後に、加熱により、前記第１熱硬化性樹脂および前記第２熱硬
化性樹脂を硬化させて、前記補強層および前記保護層を形成する工程と、
　を備える、高圧タンクの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書において開示する技術は、高圧タンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　水素ガス等の流体が高圧で充填される高圧タンクとして、ライナーと、ライナーの表面
に形成されている外殻層を備える高圧タンクが知られている。外殻層として、２つの炭素
繊維強化エポキシ樹脂層と、エポキシ樹脂層と、を備える構成が提案されている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０３８２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　繊維強化エポキシ樹脂層を形成する際、硬化前のエポキシ樹脂には気体（ガス）が内包
されることがある。エポキシ樹脂を硬化させる際に、加熱によりエポキシ樹脂の粘度が低
下すると、内包ガスが表面に向かって移動し、気泡により外殻層表面に凸状部が形成され
、外殻層の表面の平滑性が損なわれる可能性がある。なお、この課題は、外殻層の樹脂と
してエポキシ樹脂を用いる場合に限らず、種々の熱硬化性樹脂を用いる場合に共通する課
題である。
【０００５】
　本明細書では、高圧タンクの表面平滑性を向上させる技術を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書に開示される技術は、上述の課題を解決するためになされたものであり、以下
の形態として実現することが可能である。
【０００７】
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（１）本明細書に開示される技術の一形態によれば、高圧タンクが提供される。この高圧
タンクは、ライナーと、第１熱硬化性樹脂と繊維とを有し、前記ライナー上に形成される
補強層と、前記第１熱硬化性樹脂よりもゲル化温度が低い第２熱硬化性樹脂を有し、前記
補強層上に形成される保護層と、を備える。
【０００８】
　この形態の高圧タンクでは、保護層を形成する第２熱硬化性樹脂のゲル化温度が、補強
層を形成する第１熱硬化性樹脂のゲル化温度より低いため、保護層と補強層とを同時に加
熱により硬化させる場合に、保護層のゲル化が補強層のゲル化よりも早い。すなわち、補
強層を形成する第１熱硬化性樹脂の粘度が低下して流動性を持つときに、既に保護層を形
成する第２熱硬化性樹脂がゲル化しているため、第１熱硬化性樹脂や内在ガスの補強層表
面への移動が抑制される。その結果、高圧タンクの表面平滑性が向上される。
【０００９】
（２）上記形態の高圧タンクにおいて、前記保護層は、繊維を有してもよい。このように
すると、より高強度の高圧タンクを実現できる。
【００１０】
　なお、本明細書に開示される技術は、種々の態様で実現することが可能である。例えば
、高圧タンクを備える燃料電池システム、その燃料電池システムを搭載した移動体、高圧
タンクの製造方法等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示技術の一実施形態としての高圧タンクの概略構成を示す断面図である。
【図２】第１熱硬化性樹脂および第２熱硬化性樹脂の温度－粘度特性を示す図である。
【図３】高圧タンクの製造方法を示す工程図である。
【図４】比較例の高圧タンクにおける樹脂の温度と粘度の経時変化を概念的に示す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
Ａ．実施形態：
Ａ１．高圧タンクの構成：
　図１は、本開示技術の一実施形態としての高圧タンクの概略構成を示す断面図である。
本実施形態において、高圧タンク１００は、例えば、圧縮水素が充填されるためのもので
ある。高圧タンク１００は、例えば、燃料電池に水素を供給するために、燃料電池車に搭
載される。なお、高圧タンク１００は、燃料電池車に限らず、電気自動車、ハイブリッド
自動車等の他の車両に搭載されてもよいし、船舶、飛行機、ロボット等の他の移動体に搭
載されてもよい。また、住宅、ビル等の定置設備に備えられてもよい。
【００１３】
　高圧タンク１００は、略円筒形状を成す円筒部１０２と、その両端に一体的に設けられ
た略半球状のドーム部１０４とを有する中空容器である。図１では、円筒部１０２とドー
ム部１０４との境界を、破線で示している。高圧タンク１００は、ライナー１０と、補強
層２０と、保護層２５と、口金３０と、口金４０と、を備える。以下、口金３０および口
金４０が取付けられたライナー１０を、「タンク本体」とも称する。
【００１４】
　ライナー１０は、ナイロン樹脂から成り、内部空間に充填された水素等が外部に漏れな
いように遮断する性質（いわゆるガスバリア性）を有する。ライナー１０は、ポリエチレ
ン系樹脂等のガスバリア性を有する他の合成樹脂や、ステンレス鋼等の金属を用いて作製
されてもよい。
【００１５】
　補強層２０は、タンク本体の外表面を覆うように形成されている。詳しくは、補強層２
０は、ライナー１０の外表面全体と、口金３０，４０の一部を覆うように形成されている
。補強層２０は、第１熱硬化性樹脂と炭素繊維との複合材料である炭素繊維強化樹脂（Ｃ
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ＦＲＰ：Ｃａｒｂｏｎ　Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔiｃｓ）から成
り、耐圧性を有する。本実施形態では、第１熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂を用いて
いる。第１熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂に限定されず、不飽和ポリエステル樹脂等、他
の熱硬化性樹脂を用いてもよい。
【００１６】
　保護層２５は、補強層２０上に形成されている。保護層２５は、第２熱硬化性樹脂とガ
ラス繊維との複合材料であるガラス繊維強化樹脂（ＧＦＲＰ：Ｇｌａｓｓ　Ｆｉｂｅｒ　
Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔiｃｓ）から成り、補強層２０よりも高い耐衝撃性を
有する。本実施形態において、第２熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂を用いている。但
し、第２熱硬化性樹脂が第１熱硬化性樹脂よりもゲル化温度が低くなるように、硬化促進
剤及び硬化剤の種類や量が調整されている。本実施形態では、硬化剤として、テトラヒド
ロ無水フタル酸を３０～４０ｗｔ％（重量％）、硬化促進剤としてカプセル型アミン類を
１．０～２．０ｗｔ％（重量％）添加している。硬化剤、硬化促進剤の種類や量は本実施
形態に限定されず、適宜変更可能である。第２熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂に限定され
ず、不飽和ポリエステル樹脂等、他の熱硬化性樹脂を用いてもよい。
【００１７】
　口金３０，４０は、ライナー１０の２つの開口端にそれぞれ取付けられている。口金３
０は、高圧タンク１００の開口として機能すると共に、タンク本体に配管やバルブを取り
付けるための取付部として機能する。また、口金３０，４０は、補強層２０および保護層
２５を形成する際に、タンク本体をフィラメントワインディング装置（以下、ＦＷ装置）
へ取り付けるための取付部としても機能する。
【００１８】
　図２は、第１熱硬化性樹脂および第２熱硬化性樹脂の温度－粘度特性を示す図である。
図２では、粘度の軸を対数目盛とした片対数グラフを示す。第２熱硬化性樹脂のゲル化温
度である第２ゲル化温度Ｔ２は、第１熱硬化性樹脂のゲル化温度である第１ゲル化温度Ｔ
１より低い。ゲル化温度とは、流動性のある溶液状態から急激に粘度が変化してゲル状態
になる温度のことを言い、ゲル転移温度、ゲル溶解温度、相転移温度、ゾル－ゲル相転移
温度、ゲル化点と称される用語と同義である。図２に示す温度－粘度特性は、Ｅ型粘度計
（例えば、東機産業株式会社製　ＲＥ５５０Ｈ）を用いて、ゾル状態にある高温の樹脂を
低剪断速度で７度／分の速度で昇温させながら得られる粘度曲線から求めることができる
。また、レオメータ（例えば、コーンプレートを使用したストレス制御型レオメータ、Ｐ
ｈｙｓｉｃａＭＣＲシリーズ、Ａｎｔｏｎ　Ｐａａｒ社製）を用いて、ゾル状態にある高
温の樹脂を低剪断速度で温度変化をさせながら得られる粘度曲線、動的粘弾性の温度変化
を測定することで得られる粘弾性曲線から求めることができる。温度－粘度特性は、本実
施形態の測定方法に限定されず、公知の種々の測定方法によって得ることができる。第１
熱硬化性樹脂と第２熱硬化性樹脂の粘度測定を同一の方法で行い、同一の基準でゲル化温
度を決定すればよい。
【００１９】
　本実施形態において、第１ゲル化温度Ｔ１と第２ゲル化温度Ｔ２との温度差ΔＴは、約
２５℃である。第１ゲル化温度Ｔ１と第２ゲル化温度Ｔ２との温度差ΔＴが、２０～３０
℃であると、第１熱硬化性樹脂および第２熱硬化性樹脂の硬化過程において、第１熱硬化
性樹脂の流動性が大きくなる前に、第２熱硬化性樹脂がゲル化するため、第１熱硬化性樹
脂に内在するガスの高圧タンク１００外表面への移動がより抑制されるため、好ましい。
【００２０】
Ａ２．高圧タンクの製造方法：
　図３は、高圧タンク１００の製造方法を示す工程図である。本実施形態において、高圧
タンク１００（図１）はフィラメントワインディング法（ＦＷ法）によって製造される。
工程Ｓ１２では、ライナー１０および樹脂含浸繊維（樹脂含浸炭素繊維および樹脂含浸ガ
ラス繊維）が用意される。詳しくは、ライナー１０に口金３０および口金４０が装着され
たタンク本体が、マンドレルとしてＦＷ装置（不図示）にセットされ、ボビンに巻き付け
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られた樹脂含浸炭素繊維および樹脂含浸ガラス繊維が、それぞれ、ＦＷ装置の予め定めら
れた位置にセットされる。本実施形態において、炭素繊維に含浸される樹脂は第１熱硬化
性樹脂であり、ガラス繊維に含浸される樹脂は第２熱硬化性樹脂である。
【００２１】
　工程Ｓ１４では、タンク本体の外表面（ライナー１０の外表面を含む）に、樹脂含浸炭
素繊維が巻き付けられる。詳しくは、ＦＷ装置が始動され、タンク本体が回転すると共に
、樹脂含浸炭素繊維がボビンから繰出され、樹脂含浸炭素繊維がタンク本体の外表面に巻
き付けられる。このとき、フープ巻き、ヘリカル巻き等が適宜組み合わされて、樹脂含浸
炭素繊維が巻き付けられる。以下、タンク本体の外表面に樹脂含浸炭素繊維が巻付けられ
たものを、「炭素繊維巻付済タンク本体」とも称する。樹脂含浸炭素繊維が予め定められ
た巻き数、巻き付けられ、樹脂含浸炭素繊維層が形成されると、樹脂含浸炭素繊維が切断
され、樹脂含浸炭素繊維の巻終端（末端）が樹脂含浸ガラス繊維の巻始端（始端）に圧着
（熱圧着等）される。樹脂含浸炭素繊維層は、未硬化（硬化前）の第１熱硬化性樹脂と、
炭素繊維とを含む。本実施形態における樹脂含浸炭素繊維層を、「第１熱硬化性樹脂未硬
化層」とも呼ぶ。
【００２２】
　工程Ｓ１６では、工程Ｓ１４で形成された炭素繊維巻付済タンク本体の樹脂含浸炭素繊
維層の上に、工程Ｓ１４と同様に、樹脂含浸ガラス繊維が巻き付けられ、樹脂含浸ガラス
繊維層が形成される。樹脂含浸ガラス繊維層は、未硬化（硬化前）の第２熱硬化性樹脂と
、ガラス繊維とを含む。本実施形態における樹脂含浸ガラス繊維層を、「第２熱硬化性樹
脂未硬化層」とも呼ぶ。
【００２３】
　工程Ｓ１８では、工程Ｓ１４，１６を経て、ライナー１０の外周に樹脂含浸炭素繊維層
および樹脂含浸ガラス繊維層が形成された繊維巻付済タンク本体が加熱炉に入れられ、繊
維巻付済タンク本体が回転されつつ、樹脂含浸炭素繊維層の第１熱硬化性樹脂、樹脂含浸
ガラス繊維層の第２熱硬化性樹脂が硬化温度（例えば、約１６０℃）になるように加熱さ
れる。例えば、加熱炉の設定温度１８０℃にて５０分加熱した後、設定温度１６０℃で２
０分加熱する。
【００２４】
　図３の工程Ｓ１８の欄において、第１熱硬化性樹脂と、第２熱硬化性樹脂の温度と粘度
の経時変化を概念的に図示している。第２熱硬化性樹脂を含む樹脂含浸ガラス繊維層は、
第１熱硬化性樹脂を含む樹脂含浸炭素繊維層よりも外側に形成されているため、第２熱硬
化性樹脂は、第１熱硬化性樹脂よりも早く昇温する。第２熱硬化性樹脂は第１熱硬化性樹
脂よりもゲル化温度が低く、かつ、樹脂含浸ガラス繊維層に含まれる第２熱硬化性樹脂は
、樹脂含浸炭素繊維層に含まれる第１熱硬化性樹脂よりも早く昇温するため、樹脂含浸ガ
ラス繊維層に含まれる第２熱硬化性樹脂は、樹脂含浸炭素繊維層に含まれる第１熱硬化性
樹脂よりも早くゲル化する。樹脂含浸炭素繊維層は、樹脂含浸ガラス繊維層より内層であ
るため、第１熱硬化性樹脂の昇温速度は第２熱硬化性樹脂よりも遅い。そのため、第２熱
硬化性樹脂がゲル化した際、第１熱硬化性樹脂は流動性を有しないか、流動性が低い。そ
の後、加熱炉による加熱および樹脂の硬化反応熱によって、第１熱硬化性樹脂が昇温し流
動性が増加しても、樹脂含浸ガラス繊維層に含まれる第２熱硬化性樹脂が既にゲル化して
いるため、第１熱硬化性樹脂に内在するガスや第１熱硬化性樹脂の外側への移動が抑制さ
れ、樹脂含浸ガラス繊維層の押し上げを抑制することができる。
【００２５】
　工程Ｓ１８により、第１熱硬化性樹脂および第２熱硬化性樹脂が硬化されると、補強層
２０および保護層２５が形成される。その後、加熱炉の設定温度を低下させて、高圧タン
ク１００を取り出す。
【００２６】
Ａ３．実施形態の効果：
　本実施形態の効果について、まず、比較例の高圧タンクと比較して説明する。比較例の
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高圧タンクは、本実施形態の高圧タンクと同様に、ライナーと、補強層と、保護層とを備
えるものの、ゲル化温度が同一の樹脂を用いている。具体的には、補強層と保護層を形成
する熱硬化性樹脂として、本実施形態の第１熱硬化性樹脂と同一のエポキシ樹脂を用いて
いる。比較例の高圧タンクは、本実施形態の高圧タンク１００と同様に、ＦＷ法により形
成される。
【００２７】
　図４は、比較例の高圧タンクにおける樹脂の温度と粘度の経時変化を概念的に示す説明
図である。図４において、実線は保護層を形成する樹脂（以下、「保護層形成樹脂」とも
呼ぶ）、破線は補強層を形成する樹脂（以下、「補強層形成樹脂」とも呼ぶ）を示す。保
護層形成樹脂は、補強層形成樹脂よりも外側に配置されているため、補強層形成樹脂より
も早く昇温する。保護層形成樹脂と補強層形成樹脂のゲル化温度は同一であるため、樹脂
温度の上昇に伴い、保護層形成樹脂が補強層形成樹脂よりも早くゲル化する。しかしなが
ら、保護層形成樹脂と補強層形成樹脂とは同一の性状の樹脂であるため、同時に加熱した
場合、保護層および補強層の樹脂の昇温速度の差は小さい。そのため、保護層形成樹脂が
ゲル化する前に、補強層形成樹脂の粘度が低下して流動性が大きくなる。補強層形成樹脂
には、樹脂含浸繊維の巻き付け時に巻き込まれるガス、樹脂硬化過程に発生するガス、樹
脂自体に含まれているガス等が内在しているため、補強層形成樹脂の流動性が大きくなり
、繊維が巻き付け時のテンションにより内側に詰まってくると、内在ガスが外側に逃がさ
れる（移動する）。また、繊維が内側に詰まることにより、補強層形成樹脂も外側に移動
する。このように、補強層形成樹脂に内在するガス、および補強層形成樹脂が外側に移動
し、保護層形成樹脂を押し上げ、保護層を形成する繊維（比較例ではガラス繊維）の隙間
から補強層形成樹脂や内在ガスが染み出して、高圧タンクの表面で樹脂塊や気泡が凸状に
硬化する。その結果、比較例の高圧タンクの表面平滑性が損なわれる。比較例の高圧タン
クでは、表面平滑性を得るために、表面を削る工程等が必要になる可能性がある。
【００２８】
　これに対し、本実施形態の高圧タンク１００によれば、保護層２５を形成する第２熱硬
化性のゲル化温度が、補強層２０を形成する第１熱硬化性樹脂のゲル化温度よりも低いた
め、第１熱硬化性樹脂の流動性が大きくなる前に第２熱硬化性樹脂がゲル化し、第１熱硬
化性樹脂に内在するガスおよび第１熱硬化性樹脂の外側への移動が抑制される。そうする
と、高圧タンク１００の保護層２５の表面において、ガラス繊維間からの樹脂の染み出し
量が低減され、高圧タンク１００の表面平滑性が向上される。
【００２９】
　本実施形態の高圧タンク１００において、第２熱硬化性樹脂のゲル化温度は、第１熱硬
化性樹脂のゲル化温度に対して、約２５℃低い。本実施形態の高圧タンク１００における
タンク表面の樹脂染み出し量と、比較例の高圧タンクにおけるタンク表面の樹脂染み出し
量とを比較すると、本実施形態の高圧タンク１００の樹脂染み出し量は、比較例の高圧タ
ンクの約１／３に低減された。なお、樹脂染み出し量は、以下の方法で求めた。
　（１）３次元測定機に高圧タンクの凹凸を含んだ３次元データを取得する。（２）（１
）で取得した３次元データにおいて、凹部の最下点を繋いだ参考データを作成する。（３
）（１）から（２）を減算し、樹脂染み出し量を算出する。
　本実施形態の高圧タンク１００によれば、タンク表面の樹脂染み出し量が低減でき、表
面を削る工程を削除することができる。
【００３０】
Ｂ．変形例：
（１）高圧タンク１００内に収容される流体は、上記した圧縮水素に限定されず、圧縮窒
素等、高圧の流体であればよい。
【００３１】
（２）補強層２０および保護層２５に含まれる繊維として、炭素繊維、ガラス繊維、アラ
ミド繊維、ダイニーマ繊維、ザイロン繊維、ボロン繊維等、繊維強化樹脂を構成可能な種
々の繊維を用いることができる。補強層２０は、耐圧性を備え、保護層２５は、補強層２
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０よりも耐衝撃性が高くなるように、繊維を選択するのが好ましい。補強層２０の繊維と
して、炭素繊維を用い、保護層２５の繊維として、ガラス繊維またはアラミド繊維を用い
ると、耐圧性の高い補強層２０と、補強層２０よりも耐衝撃性が高い保護層２５が形成さ
れるため、好ましい。
【００３２】
（３）保護層２５を、第２熱硬化性樹脂のみを用いて形成してもよい。その場合、保護層
２５として補強層２０より高い所望の耐衝撃性を備える樹脂を選択するのが好ましい。保
護層２５を樹脂のみで形成する場合には、スプレー塗布等の周知の方法により、樹脂を吹
き付けた後、加熱することにより保護層２５を形成することができる。例えば、上記実施
形態において、保護層２５を、第２熱硬化性樹脂のみで形成する場合には、第１熱硬化性
樹脂が含浸された炭素繊維がライナー１０に巻き付けられた後、スプレー塗布等の周知の
方法により、第２熱硬化性樹脂を吹き付けた後、加熱して、第１熱硬化性樹脂および第２
熱硬化性樹脂を硬化させることにより、補強層２０および保護層２５を形成することがで
きる。
【００３３】
（４）上記実施形態において、第１熱硬化性樹脂および第２熱硬化性樹脂としてゲル化温
度の異なる同種の樹脂（エポキシ樹脂）を用いたが、第１熱硬化性樹脂と第２熱硬化性樹
脂とを、異なる種類の熱硬化性樹脂としてもよい。例えば、第１熱硬化性樹脂を不飽和ポ
リエステル樹脂、第２熱硬化性樹脂をエポキシ樹脂にしてもよい。また、この逆にしても
よい。このように異なる種類の樹脂を用いる場合も、第１熱硬化性樹脂と第２熱硬化性樹
脂との温度上昇の差に伴い、第１熱硬化性樹脂の粘度低下が遅くなると共に、第２熱硬化
性樹脂のゲル化開始が第１熱硬化性樹脂のゲル化開始より早くなるため、第２熱硬化性樹
脂のゲル化開始時において、第１熱硬化性樹脂は流動性を有さないか、流動性が小さいた
め、第１熱硬化性樹脂の内在ガスおよび第１熱硬化性樹脂の外側への移動が抑制され、タ
ンク表面平滑性を向上することができる。
【００３４】
（５）高圧タンク１００の製造方法は、上記実施形態に限定されない。加熱温度、加熱時
間は、使用する樹脂や、タンク形状等に応じて適宜変更可能である。例えば、シート状の
繊維強化樹脂を貼り付けるシートワインディング法、シート状の繊維を貼り付けた後で樹
脂を含浸させるＲＴＭ（Resin Transfer Molding）等によって製造することもできる。
【００３５】
　本開示技術は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しな
い範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した
各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述の課
題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するた
めに、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が
本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である
。
【符号の説明】
【００３６】
　　１０…ライナー
　　２０…補強層
　　２５…保護層
　　３０…口金
　　４０…口金
　　１００…高圧タンク
　　１０２…円筒部
　　１０４…ドーム部
　　Ｔ１…第１ゲル化温度
　　Ｔ２…第２ゲル化温度
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